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設計審査会設置運用方針（案） 

 

令和６年２月２７日 作成 

令和８年３月３０日 改定 

１ 目的 

   設計審査会（以下「審査会」という。）は、発注者と受注者が一堂に会

して、土木工事電子書類スリム化ガイドの取り組みについて共通認識を図

るとともに、協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場であ

り、併せて現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有

及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施するものとする。また、設

計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当

性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催す

る。 

 

２ 対象工事 

   審査会の対象工事は、原則、全ての工事とする。 

 

３ 組織 

１）審査会 

審査会は、下記のメンバーを標準として開催するものとする。 

なお、委員長の指名により、委員が委員長の代理となる事ができるもの

とする。また、審査会において必要と認められた場合は、委員以外の者

（本局工事担当課長補佐等）の意見を求めることができるものとする。 

  (１)発注者 

【委員長】：副所長（技術：当該工事担当副所長） 

     【委  員】：当該工事設計担当課長、当該工事発注担当課長、※○○課

長、当該工事担当主任監督員等 

                      ※○○課長は、工務課長等の工事発注担当課長以外の

技術課長を選任するものとする。（事務所の実情に

より設定する。） 

  (２)受注者 ：現場代理人、監理技術者等 

 

２）事務局 

審査会事務局は、当該工事発注担当課（又は当該工事担当出張所）等に

設置するものとし、審査会の開催、運営に関する事務を行う。 

  (１)入札公告時点：発注図書の確認 

審査会の運営の迅速化のため、当該工事の詳細設計（修正設計及び地質

調査等含む）を担当したコンサルタントに発注図書（図面等）の齟齬がな

いか確認を行うものとする。 

なお、確認は、入札公告後、速やかに行い、必要な措置を実施するもの

とする。 

 



４ 審査会の開催 

１）審査会の開催時期 

  (１)現場着手前 

   ・「発注者」の発議により開催するものとする。 

  (２)施工中 

・「発注者」、「受注者」のいずれかの発議により適時開催するものと

する。 

・審査会は、以下の事項を目安に開催するものとする。 

① 構造、工法、位置、断面等の重要なものの変更 

② 新規追加工種に係るもの（軽微なものを除く） 

③ 変更見込金額が当初請負代金額の２０％または４，０００万円を 

超えるもの 

④ 変更見込金額に大幅な変更（大幅な変更とは最新の契約額の３０ 

％が目安）が生じるもの 

・受注者より、主任監督員等へ施工方法、工事目的物等の変更について

協議があり、開催の発議があった場合は速やかに開催する。 

・受注者が審査会の開催を発議する場合、「総括監督員」に文書で要請

(協議)するものとする。 

・審査会の開催協議にあたっては、事前に「工事請負契約における設計

変更ガイドライン(案)」、「工事一時中止に係るガイドライン(案)」

（https://www.ogb.go.jp/kaiken/koji/007772）を確認すること。 

・審査会の開催事務の省力化・迅速化を図るため、定期的な開催やルー

チン化に向けた工夫を各事務所で行う。 

２）審査内容 

  (１)現場着手前 

・発注者から「土木工事電子書類スリム化ガイド」の説明を実施する。 

・工事着手にあたって、協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確

にするものとする。 

・審査会では受注者が作成した工事工程を確認し、発注者・受注者間で

クリティカルパスの共有を行うこととする。その際、発注者の積算上

の工事工程と受注者が作成した工事工程の照合（クロスチェック）も

実施する。 

・工事工程の照合（クロスチェック）にあたっては、差異のある工程

（箇所）、およびその要因を把握し、議事録に反映することとする。 

・発注者は、議事録を発注担当課等で共有し、工事工程の設定に反映し

ていくものとする。 

・維持工事など、応急作業やスポット的な作業が中心となる工事はクリ

ティカルパスの共有、クロスチェックの実施の対象外とする。 

  (２)施工中 

   ・設計変更の妥当性（可・否）の審議及び設計変更手続きに伴う工事中

止等の判断について審査を行うものとする。 

・なお、本官工事については、本局工事担当課へ適宜判断を仰ぐことと

https://www.ogb.go.jp/kaiken/koji/007772


する。 

・審査会で必要な技術資料については、各者で作成することとする。ま

た、審査に関わる説明は、審査会を発議した者が行う。 

・審査内容について、現地条件の確認が必要な場合は、適宜、現場にて

審査会を実施する事が出来る。 

・工事工程クリティカルパスの変更が生じた場合には、必要に応じて工

期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努め

るものとする。工事工程の照合（クロスチェック）の取り扱いは、現

場着手前と同様とする。 

・外部要因等により工期延伸が困難な場合（供用時期の公表など）は工

期の短縮を検討する。 

その場合は「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」、

「工事一時中止に係るガイドライン(案)」に基づき、適切に対応する

こととする。 

３）審査会の結果 

  (１)審査会の結果は、会議の場で議事録を作成、サインし、受・発注者双方

が議事録を保持するものとする。 

また、審査会の議事録等、結果については以下のとおり報告し、設計

変更の採否の決定を仰ぐこととし、発注者は、速やかに設計変更の採否

を受注者に通知すること。（第三者への適正性の確認を除く） 

・本官工事 → 本局工事担当課長に報告 → 設計変更の採否を決定 

→ 受注者に採否を通知 

・分任官工事 → 事務所長に報告 → 設計変更の採否を決定 

→ 受注者に採否を通知 

  (２)本官発注工事の内、変更内容が以下の①～③のいずれかに該当する場

合は、審査結果を保留し、第三者への適正性の確認をするものとする。 

ただし、災害による緊急作業に係る契約変更手続きの場合は除く。 

① 変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上（当初請負代金額の１０

０％以上）となるもの 

変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるものについて

は、既に指示済みのものを含め、設計変更内容について意見聴取する

ものとする。設計変更内容とは、今後変更を予定している内容（数量

精査による変更、スライド変更等を含む。）も対象となる。このため、

変更見込金額の合計が当初の請負代金額未満であっても、今後対象

となる可能性がある工事は、意見聴取を実施しておくことが望まし

い。 

② 工事区分の追加を行うもの 

      ここでいう工事区分とは、別紙の工事区分とし、別紙に記載がない

工事区分が追加される場合は、追加工事内容を勘案し適切に判断す

るものとする。 

      なお、工事区分の追加の判断は、積算体系上のレベル１が基本とな

るが、実際の工事積算時の積算体系にとらわれることなく、工事内容

で適切に判断すること。 



（例）積算体系上のレベル１であるトンネル（NATM）に、レベル２か

ら橋台工や RC橋脚工を追加する場合は対象となる。 

③ 工事場所の追加を行うもの 

工事場所の追加とは、当初の契約工区における起終点が変更とな

る場合や、当初の契約工区以外の工事を追加する場合とする。 

ただし、起終点の変更については、施工上の擦り付けによる変更等

の軽微なものは除く。 

４）書類の簡素化 

書類の簡素化を図るため、既存資料等による開催に努め、過度な資料

作成は行わないものとし、会議の運営はプロジェクター、タブレット等

を活用したペーパーレスによる開催やWeb会議等に努め、紙資料を使用

する場合は必要最小限の部数で開催するものとする。 

 

５．その他 

本通知の適用は、新規契約工事又は既契約工事に係わらず、本通知以降の

全ての工事に適用する。 

また、特記仕様書に以下の内容を記載し、審査会の対象工事であることを

明確にすること。 

 

【特記仕様書記載】 

第○条 設計審査会について 

   本工事は、「設計審査会」の対象工事である。 

   なお、設計審査会(以下、「審査会」という。)とは、発注者と受注者が

一堂に会して、土木工事電子書類スリム化ガイドの取り組みについて共通

認識を図るとともに、協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にす

る場であり、併せて現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパ

スの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施するものとする。

また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変

更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場とし

て開催するものである。 

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」 

（https://www.ogb.go.jp/kaiken/koji/007772）によるものとする。 

  

６ 担当窓口（開発建設部） 

・設計審査会の内容(本事務連絡、工事工程、役割分担等)：品質確保対策室 

・設計審査会の内容(設計変更、工事中止等)：建設工務室等(発注主務課) 

・第三者への適正性の確認に関する通知：技術管理課 基準専門職 

https://www.ogb.go.jp/kaiken/koji/007772


（参考）設計・契約変更フロー

※意見聴取案件を設計変更指示した場合は、第三者へ意見聴取した旨を変更理由書に記載して公表。

契約変更（本局）

変更事象発生

【設計審査会に諮る目安：大幅な変更の場合】

① 構造、工法、位置、断面等の重要なものの変更

② 新規追加工種に係るもの（軽微なものを除く）

③ 変更見込金額が当初請負代金額の２０％または4,000千万円超

④ 変更見込金額に大幅な変更（最新の契約額：３０％が目安）

設計審査会（事務所）

【意見聴取の案件：本官発注工事で以下のいずれかに該当する

場合】

①大幅な増工がある場合(変更見込金額：当初請負代金以上)

②工事区分を追加する場合

③工事場所を追加する場合

意見聴取内容の報告（事務所→本局）

・本局発注担当課で意見聴取内容の把握、意見聴取を実施す

　べき案件か確認（幹部への報告）

第三者への意見聴取（事務所）

・書面での依頼と回答、Web会議等での詳細内容説明

意見聴取結果の報告（事務所→本局）

・事務所は、意見聴取結果から設計変更の採否を決定し、

　本局発注担当課へ報告（幹部への報告）

・事務所は、設計変更の採否を受注者に通知

（意見聴取案件を採用の場合は、設計変更指示）

設計変更指示（事務所）


